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「岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の概要 

 
１ 目的（第１条関係） 
  基本理念を定め、県・自転車利用者の責務と県民・事業者の役割を明らか
にするとともに、施策の基本事項及び自転車損害賠償責任保険等への加入等
について定めることにより、自転車の交通事故防止及び被害者の保護を図
り、もって県民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与
することを目的とする。 

 
２ 基本理念（第３条関係） 
自転車の安全で適正な利用の促進は、交通事故のない安全で安心な社会づく
りに資するものであるという認識のもとに行われなければならない。 

 

３ 責務・役割（第４～第７条関係） 
・ 県の責務として、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を策定
し、及び実施する。 

・ 県民等の役割として、自転車の安全で適正な利用に関して理解を深め、自
転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努め
る。 

・ 自転車利用者の責務として、自転車は車両であることを理解し、運転者と
しての責任を自覚するとともに、道路交通法令を遵守して、他の歩行者及び
車両が共に安全に通行できるよう配慮しなければならない。 

・ 事業者の役割として、事業で自転車を利用するときは、自転車の安全で
適正な利用の促進に努める。 
また、国・県・市町村・関係団体が実施する自転車の安全で適正な利用

の促進に関する施策に協力するよう努める。 
 
４ 市町村等との連携等（第８条関係） 

県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を実施するときは、
国・市町村・関係団体との連携に努め、国・市町村・関係団体が自転車の安
全で適正な利用の促進に関する施策を実施するときには、県は必要な協力を
行う。 

 
５ 交通安全教育等（第９条関係） 
・ 県は、県民等に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通
安全教育、広報、啓発及び情報の提供を実施するものとする。 

・ 事業者は、自転車通勤者及び事業で自転車を利用する従業員に対して、
自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育及び情報の提供

を実施するよう努めるものとする。 
・  自転車小売業者・貸付事業者は、購入者・借受者に対して、自転車の安全で適
正な利用の促進に資する情報の提供を実施するよう努めるものとする。 

・ 学校の長は、児童・生徒・学生に対して、自転車の安全で適正な利用の
促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。 

・ 保護者は、その監護する未成年者に対して、自転車の安全で適正な利用
の促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。 

 



2 
 

６ 自転車の点検整備（第 10 条関係） 

自転車利用者、保護者、事業で自転車を利用する事業者及び自転車貸付事
業者は、自転車の点検及び整備を行うよう努める。 

 
７ 道路環境の整備（第 11 条関係） 

県は、国・市町村・関係団体と連携し、歩行者・自転車・自動車等が安全
に通行できる道路環境の整備に努める。 

 
８ 自転車損害賠償責任保険等への加入等（第 12 条関係） 

自転車利用者・保護者・事業者・自転車貸付事業者は、自転車損害賠償責
任保険等へ加入しなければならない。 

 
９ 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等（第 13 条関係） 
・ 自転車小売業者は購入者に対し、事業者は自転車通勤者に対し、自転車

損害賠償責任保険等の加入の有無を確認するよう努め、加入していること
を確認できない場合は、加入について情報提供するよう努める。 

・ 自転車貸付事業者は、借受者に対して、貸出自転車の自転車損害賠償責
任保険等の内容に関する情報を提供するよう努める。 

 
10 情報の提供等（第 14 条関係） 
・  県は、市町村・保険会社・関係団体と連携して、保険加入促進のため、
県民等に対し、保険に関する情報の提供その他の必要な措置を講じる。 

・ 学校の長は、自転車を利用する児童・生徒・学生・その保護者に対し、
保険に関する情報を提供するよう努める。 

 
11 財政上の措置（第 15 条関係） 

県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を推進するため、必
要な財政上の措置を講じるよう努める。 

 
12 市町村条例との関係（第 16 条関係） 

市町村の条例中に、この条例で定める規定に相当する規定がある場合は、
当該市町村の区域においては、この条例の規定は適用しない。 

 
13 施行期日（附則） 
  公布の日から施行する。ただし、保険加入義務に関する規定は令和６年 10
月１日から施行する。 
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